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【公表日】平成22年6月10日(2010.6.10)
【年通号数】公開・登録公報2010-023
【出願番号】特願2009-551110(P2009-551110)
【国際特許分類】
   Ｂ０５Ｂ  15/12     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年1月27日(2011.1.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　部品（３０）の塗装が行われる塗装区域（１４）を備えたスプレーブース（１２；１２
ａ；１２ｂ；１２ｃ；１２ｄ）と、塗装区域（１４）とは別個に少なくとも一つの補助区
域（１６、１８）と、給気システムと、排気システムとを含む塗装設備であって、空気調
節装置（３６）を経由する第１給気システム（２０）が、塗装区域（１４）用に設けられ
、空気調節装置（３６）とは別個の第２給気システム（２２、２４）が、補助区域（１６
、１８）用に設けられ、スプレーブース（１２；１２ａ；１２ｂ；１２ｃ；１２ｄ）から
の排気は、再生処理されて少なくとも一部が空気調節装置（３６）に供給され、塗装区域
（１４）には、空気調節装置（３６）によって空気調節された空気のみが供給される一方
、補助区域（１６、１８）には、空気調節されていない、または一部のみ空気調節された
空気が供給される塗装設備。
【請求項２】
　塗装区域（１４）と補助区域（１６、１８）との間の遷移エリアにおける気流状態を最
適化するために、塗装区域（１４）と少なくとも一つの補助区域（１６、１８）との間に
少なくとも一つのバッフルエレメント（２６、２８；２６ａ、２８ａ）を備える、請求項
１に記載の塗装設備。
【請求項３】
　前記少なくとも一つのバッフルエレメント（２６、２８）が調整可能で、好ましくは可
動のフラップとして設計されている、請求項２に記載の塗装設備。
【請求項４】
　スプレーブース（１２；１２ｂ；１２ｃ；１２ｄ）からの排気が少なくとも一つの分離
機（３２、３４）を経由して、少なくとも一部再循環され、少なくとも一部の再循環され
た空気が、好ましくは熱式再燃焼装置、好ましくは蓄熱式の再燃焼装置、または溶剤再生
装置である排気浄化装置（４０）に送られる、前述の請求項のいずれかに記載の塗装設備
。
【請求項５】
　第２給気システム（２２、２４）に、少なくとも一部、スプレーブース（１２；１２ａ
；１２ｂ；１２ｃ；１２ｄ）から回収後再生処理された空気が供給される、前述の請求項
のいずれかに記載の塗装設備。
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【請求項６】
　第２給気システム（２２、２４）に、少なくとも一部、環境大気または新鮮空気が供給
される、前述の請求項のいずれかに記載の塗装設備。
【請求項７】
　スプレー塗装のための塗装開口部（４６）を設けた隔壁（４４）が、塗装区域（１４）
と補助区域（１６、１８）との間に配設された、前述の請求項のいずれかに記載の塗装設
備。
【請求項８】
　スプレーブース（１２ｄ）が、塗装開口部（４６）を介して塗装区域（１４）に接続さ
れる、分離式の、好ましくは可動式の作業ブース（７０）を含む、請求項１～６のいずれ
かに記載の塗装設備。
【請求項９】
　隔壁（４４）が移動可能である、請求項７または８に記載の塗装設備。
【請求項１０】
　塗装開口部（４６）が変更可能または移動可能である、請求項７、８または９に記載の
塗装設備。
【請求項１１】
　補助区域（１６、１８）用の第２給気システム（２２、２４）に、少なくとも一部、新
鮮空気が供給される、前述の請求項のいずれかに記載の塗装設備。
【請求項１２】
　補助区域（１６、１８）から塗装区域（１４）への気流が発生するように、塗装区域（
１４）と補助区域（１６、１８）との間に気圧差が生じている、請求項７～１１のいずれ
かに記載の塗装設備。
【請求項１３】
　空気調節設備（３６）、および補助区域（１６、１８）用の給気システムに異なる等級
のフィルターが使用され、好ましくは、より目の細かい等級のフィルターが空気調節設備
（３６）に、より目の粗い等級のフィルターが補助区域（１６、１８）用の第２給気シス
テム（２２、２４）に使用される、前述の請求項のいずれかに記載の塗装設備。
【請求項１４】
　補助区域（１６、１８）用の第２給気システム（２２、２４）における溶剤濃度をモニ
ターするための監視システムを備える、請求項４～１３のいずれかに記載の塗装設備。
【請求項１５】
　排気浄化設備（４０）に送る空気の割合を制御するための制御装置を備える、前述の請
求項のいずれかに記載の塗装設備。
【請求項１６】
　監視装置が溶剤濃度を測定するために設計され、制御装置が該溶剤濃度に応じて制御さ
れるバルブを含む、請求項１５に記載の塗装設備。
【請求項１７】
　監視装置が、流入する溶剤量をモニターするために設計され、制御装置が、前記流入す
る溶剤量に応じて、排気浄化設備（４０）に供給する排気の割合を制御するように設計さ
れた、請求項１５に記載の塗装設備。
【請求項１８】
　スプレーブース（１２）が、ドア（９９、１００、１０３、１０４）または入口ロック
および出口ロック（９２、９６）により外部から遮断される、前述の請求項のいずれかに
記載の塗装設備。
【請求項１９】
　塗装設備が、一つの外側のドア（１００、１０４）、または、一つの内側のドア（９９
、１０３）のいずれか一方しか開かないよう適切に制御された二重ドア（９９、１００、
１０３、１０４）を備えたロック（９８、１０２）を含む、請求項１８に記載の塗装設備
。
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【請求項２０】
　部品（３０）の塗装が行われる塗装区域（１４）を備えたスプレーブース（１２）と、
給気システムと、排気システムと、スプレーブース（１２）内部を通り部品（３０）を搬
送するよう意図されたコンベア（９０）とを備えた塗装設備の中でも特に、入口ロック（
９２）と出口ロックを備え、ロック（９２）がスプレーブース（１２）内部に通じ、外部
に向けて斜め上方に延びる通路として設計されている前述の請求項のいずれかに記載の塗
装設備。
【請求項２１】
　ロックの下端（９４）が、少なくともコンベア（９０）と同じ高さ、すなわちスプレー
ブース（１２）のコンベア（９０）が走行する高さまで延びていることにより、それぞれ
のロック（９２）が外部から遮断されている、請求項２０に記載の塗装設備。
【請求項２２】
　空気調節装置（３６）または換気装置（３８）が、垂直方向に気流が通過できるフィル
ター（１０５、１０５ａ）を備える、前述の請求項のいずれかに記載の塗装設備。
【請求項２３】
　排気浄化設備（４０）に供給される空気の割合が制御されることにより、溶剤濃度を２
～２０ｇ／ｍ３の範囲内、好ましくは２～１０ｇ／ｍ３の範囲内、さらに好ましくは２～
５ｇ／ｍ３の範囲内に確実に維持できる、請求項４～２２のいずれかに記載の塗装設備。
【請求項２４】
　排気浄化設備（４０）が、存在するいかなる溶剤も濃縮できる冷却トラップを含む、請
求項２３に記載の塗装設備。
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